
令和 8年 4月 5日（日）おわせマルシェ５周年記念フリーマーケット 出店規約

おわせマルシェ５周年記念フリーマーケットの出店募集です。イベントテーマなどはありません。
気軽に楽しく、企業や作家の方から個人までどなたでも出店できるフリーマーケットです。
開催日時 令和 8年 4月 5日(日) 11時~17時 となります。

【その他】
・雨天決行（荒天中止）とさせていただきます。
・駐車場所については後日資料を送付します。
・チラシ、HP、SNS等で宣伝致しますので、おわせマルシェのPRにご協力下さい。
・来場者、他の出店者が困っていましたら援助をお願い致します。
・イベントの雰囲気を壊す行為を禁止します。
・反社会勢力等社会的に非難されるべき関係を持っている方は参加を禁じます。

【搬入および搬出について】
・会場の搬入搬出は決められた時間にお願いします。
・搬入可能時間はイベント開催当日の1～3時間前までとなります。　
　※搬入搬出方法については後日連絡させて頂きます。
・前日の搬入が可能ですが、貴重品の管理はご自身で行って下さい。
・当日、遅刻された場合はご連絡の上、おわせマルシェの指示に従って下さい。
・早退がないようお願いします。（イベント終了前の撤収禁止）

【出店料について】
・フリーマーケットブース (固定出店料・売上等による変動はありません)
① 2m×2mサイズ →2,000円
② 3m×3mサイズ →3,000円
・飲食店舗→当日の売り上げの15%徴収させて頂きます。
イベント終了後、おわせマルシェレジにてお支払いください。
飲食店舗は売上を自己申告して頂きお支払いください。
※不正が発覚した場合、10万円のお支払いを命じ、今後のおわせマルシェへの立ち入りを禁じます。
※2ブース以上を希望する場合はブースサイズ毎の固定出店料を追加で頂きます。

【フリーマーケットでの出店物の内容について】
・ご家庭でご不要になったもので、リサイクル品としてまだ使用可能な物に限り販売可能です。
・高額と思われる物品やブランド品、保証の無い家電品・精密機器などの販売では、
　販売者の連絡先や領収証を必ず発行して下さい。

【フリーマーケットでの禁止行為および販売禁止項目】
・当日会場内で他の出店者から買った物品を自分の出店場所で売る転売行為
・飲食物全般、偽ブランド商品及びコピー品、盗品、医療品、タバコ、酒類、危険物
　法律に反する物、生き物、金券類の販売
・ＰＲ、勧誘、布教、契約行為や「ネズミ講」「マルチ商法」に関連した販売行為
・その他、不適当と判断した商品や違反行為が発覚した場合、直ちに販売及び行為を中止して頂きます

以下の規約に反する行為があった場合、出店のご辞退、途中退場を命じます。
その際は出店料の払い戻しは行ないません。撤去等に要する費用は全て出店者の負担になります。
会場内のトラブルはいかなる場合でもおわせマルシェは関与致しせんのでご了承下さい。

【申し込み方法】
・出店の申込みは、おわせマルシェのHPより申込みフォームにて受付致します。
　※申込フォーム以外での受け付けは出来ません。
・出店について、事前に審査があります。申込の確認ができしだい順次、合否の連絡を致します。
・申込み受付期限は開催日の１０日前までとします。

以上
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【出店ブースについて】
・一店舗当たり、1ブース(2m×2m)もしくは(3m×3m)を基本とさせていただきます。
・ブースの配置についてはおわせマルシェにて決定致しますので、配置場所の要望は出来ません。
・ブース内でのディスプレイ、什器の持込みは自由ですが、各ブースの間にスペースを設けています。
　商品や荷物は、隣接するブースとのスペースや通路にはみ出さないようにお願いします。
・テント、机などはおわせマルシェでは用意いたしませんので必要な方はご持参下さい。
・ブース内に電源はありません。発電機等を利用される方は事前にご相談下さい。
・フリーマーケットブースではフリマと併せて、ワークショップなどの利用も可能です。


	ページ 1

